
四條畷市建設工事等請負業者選定要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市が発注する建設工事その他の業務の競争入札等をする場合の請負

業者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（資格審査） 

第２条  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の４

及び第１６７条の５第１項（令第１６７条の１１において準用する場合を含む。）の資格の

審査（以下「資格審査」という。）は、本市入札参加資格有資格者名簿に登録されたものに

ついて行うものとする。 

（参加資格の制限） 

第３条  資格審査の対象者のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、入札に

参加させないことがある。 

⑴ 令第１６７条の４第２項各号に規定する事実があった後２年を経過していない者 

⑵ 経営状態が著しく不健全であると認められる者（法人市民税、個人市・府民税の滞納等） 

⑶  入札参加資格有資格者名簿に登録されるに当たり、重要な事項について虚偽の記載を

し、又は登録後の重要な事実について届出をしなかった者 

⑷  前３号に掲げるもののほか、四條畷市競争入札参加資格審査会（以下「入札審査会」と

いう。）が決定した事項に該当する者 

（格付） 

第４条  資格審査の結果、適確と認められた業者のうち、土木業者及び建築業者については

業者格付表（別表第１）により、Ａ、Ｂ及びＣのいずれかの等級に格付するものとし、その

他の業種の業者については入札審査会が特に必要と認める場合に格付を行うものとする。 

（格付方法） 

第５条 前条の規定による格付（以下「格付」という。）に当たっては、当該業者の建設業法

第２７条の２３第１項の規定による経営事項審査の結果通知書に記載された建設工事の種

類に係る土木一式又は建築一式の客観的事項の総合評定値に、別表第２に定める加算点の

点数及び次の各号に掲げる地域加算の点数を加えた数値（以下「総合数値」という。）によ

り行うものとする。この場合の別表第２の区分の適用にあっては、四條畷市工事検査要綱第

１９条又は四條畷市工事主管課検査要領第１４条に規定する工事成績評定（格付をした日

の属する年度の前年度の工事に係る１件の契約金額が２００万円を超える工事を対象とす

る。ただし、本市に本店を置く事業所にあっては、格付をした日の属する年度の前年度から

起算して過去３年度以内において、工事に係る１件の契約金額が２００万円（令和６年度以

前にあっては１３０万円）を超える工事があった年度のうち、直近の年度に行われたものを



対象とする。）により算出した評点の合計点数を当該工事件数で除して求めた平均評点によ

って区分の判定を行う。 

⑴  登録されている本店等を本市に置く業者（以下「市内業者」という。）のうち法人市

民税又は市・府民税の滞納がなく、登録実績が２か年を経過しているものは、５０点を加

算する。 

⑵  登録されている支店等を本市に置き、従業員が常駐している業者（以下「準市内業者」

という。）のうち法人市民税又は市・府民税の滞納がなく、登録年度が２か年を経過して

いるものは、２５点を加算する。 

（格付の有効期間） 

第６条  格付の有効期間は、毎年６月１日から翌年５月３１日までとする。 

（業者の選定） 

第７条  請負業者の選定に当たっては、当該工事の種類に応じ、これに対応する等級に格付

をされた有資格者から選定する。ただし、入札審査会において、特に必要があると認める場

合又は格付しない業種の場合については、この限りでない。 

２  請負業者の選定に際しては、次に掲げる事項に留意して行う。 

⑴  経営及び信用の状況 

⑵  不誠実な行為の状況 

⑶  工事成績 

⑷  手持工事の状況 

⑸  技術者の状況 

⑹  当該工事に対する地理的条件 

⑺  安全管理の状況 

⑻  労働福祉の状況 

附  則 

この要綱は、平成１２年７月１日から施行する。 

   附 則  

１ この要綱は、平成１４年６月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条並びに別表第１及び別表第２の規定は、平成１４年６月１日以後に行う

競争入札について適用する。 

 附 則  

１ この要綱は、平成１７年６月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１の規定は、平成１７年６月１日以後に行う競争入札について適用する。 

   附 則 



１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。ただし、令和７年３月３１日より前に検査し

た工事の第５条の適用にあっては、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年６月１８日から施行する。 



 別表第１（第４条関係） 

 

      等 級 

工事の種類 
Ａ Ｂ Ｃ 

土

木

一

式

工

事 

総合数値 ７００点以上 
６００点以上 

７００点未満 

 

６００点未満 

 

対象工事費 

４千万円以上 

１億２千万円未

満 

２千万円以上 

４千万円未満 
２千万円未満 

建

築

一

式

工

事 

総合数値 ７００点以上 
６００点以上 

７００点未満 

 

６００点未満 

 

対象工事費 
１億円以上 

２億円未満 

５千万円以上 

１億円未満 
５千万円未満 

等級Ａは等級Ｂ・Ｃ工事に、等級Ｂは等級Ｃ工事に参入できる。 

 

 

 

別表第２（第５条関係） 

工事評点平均点 加算点 

９０点以上１００点 ５０点 

８５点以上８９点 ４０点 

８０点以上８４点 ３０点 

７５点以上７９点 ２０点 

７０点以上７４点 １０点 

 

 

 


